
令和５年度第１回厚木市セーフコミュニティ推進協議会会議次第 

 

日時 令和５年７月14日（金） 

午前10時から11時まで 

場所 市役所本庁舎４階 大会議室 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 案  件 

(1) 役員（副会長）の指名について ·································· 資料１ 

 

(2) 令和５年度セーフコミュニティ活動スケジュールについて ·········· 資料２ 

 

(3) 外傷サーベイランス委員会からの報告 ························ 資料３・４ 

 

４ その他 

 

５ 閉  会 

 

 



厚木市セーフコミュニティ推進協議会設置規程 

 

（設置） 

第１条 地域住民と行政等の協働によるセーフコミュニティの取組みを通じて、市民が

安心・安全に暮らすことのできるまちづくりを推進するため、厚木市セーフコミュニ

ティ推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 

（任務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を行う。 

（１）セーフコミュニティプランの実施計画策定に関すること。 

（２）地域における取組みの推進及び評価に関すること。 

（３）その他安心・安全のまちづくりの推進に関すること。 

 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

（１） 安心・安全のための地域活動を行う団体の代表者又は構成員 

（２） 地域の安心・安全の確保に関し識見を有する者 

（３） 保健、福祉及び医療関係者 

（４） 教育関係者 

（５） 関係行政機関の職員 

（６） 市職員 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 役職名をもって充てられた委員の任期は、その役職にある期間に限る。 
３ 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 

（役員） 
第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 
２ 会長は、市長をもって充てる。 
３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 
４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 
 

（会議） 
第６条 協議会は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。 
２ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若し

くは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 
 

（庶務） 
第７条 協議会の庶務は、セーフコミュニティ主管課において行う。 
 



（その他） 
第８条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、市長が別

に定める。 
 

  附 則 
 この規程は、平成２０年６月１３日から施行する。 
  附 則 
 この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 
 
 
 
 



役員（副会長）の指名について 
 
厚木市セーフコミュニティ推進協議会設置規程 抜粋 
 （役員） 
第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 
２ 会長は、市長をもって充てる。 
３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 
４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき

は、その職務を代理する。 
 
 

（敬称略） 
役職名 氏 名 

会長 山口 貴裕 
【厚木市長】 

副会長 笹生 正人 
【厚木医師会 監事】 

副会長  

 

資料１ 
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厚木市総合計画 厚木市ＳＣ推進条例

特定の分野における８つのプログラムを実施
①交通安全
②自転車生活の安全
③体感治安と公共の場における安全
④子どもの安全
⑤高齢者の安全
⑥自殺の予防
⑦職場の安全
⑧防災

地域の課題に対するプログラムの実施

・犯罪防止
・交通事故防止
・自転車事故の防止
・不審者警戒
・危険箇所チェックなど

取組の方針・計画策定、推進、評価など

データの収集・分析、専門的な評価・助言

愛の目運動・セーフティベストの着用運動・かけこみポイントの普及 ・防犯パトロール ・挨拶運動・清掃活動 など

進行管理

情報提供

情報提供

分析・検証
結果報告

分析結果・改善指導 情報提供

条例の運用状況の点検など
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  市民の皆様の取組成果 

 

 2010年６月   現地審査を実施 

 2012年10月    セーフコミュニティ推進条例を制定 

 2015年11月    ２度目の国際認証を取得 

 2018年11月    第９回アジア地域セーフコミュニティ会議厚木大会を開催 

 2008年１月   セーフコミュニティの取組を開始 

 2010年11月    国際認証を取得(国内で３番目に認証取得) 

   (国内初) 

  セーフコミュニティの取組を市民協働で継続してきた成果が表れてきています。 

 交通事故件数 
出典 警察統計  

 厚木市内で発生した外傷等を伴う交通事故件数 

2007年 

1,899件  
  刑法犯認知件数 

1,102件 

2022年 

出典 警察統計 

 厚木市内で発生した刑法犯の認知件数 

3,773件 

2007年 

出典 市民実感度調査  

 セーフコミュニティによるまちづくりの実感度 

41.6％ 

2022年 

 健康で安心して安全に暮らせるまちづくりに対する市民の皆様の実感度 

67.5%減少 

70.8%減少 

 2021年11月    ３度目の国際認証を取得 

あゆみ 

 5人に２人が実感しています 

2022年 

  617件 

（暫定値） 

 

厚木市協働安全部 セーフコミュニティくらし安全課 

〒243-8511 神奈川県厚木市中町3-17-17 TEL  046-225-2865    FAX   046-221-0260 

推進体制  

Ｉ Ｇ Ｓ Ｔ Ａ Ｕ 

セーフコミュニティとは 

「事故やけがは、予防できる！」という
考えから、安心で安全に暮らせるまちを
みんなでつくろうという取組です。 

セーフコミュニティ推進協議会    

◆基本方針の協議・決定等 

 

外傷サーベイランス委員会 
 

◆データの収集・分析 
◆専門的な評価・助言 

分析結果 
改善指導 

情報提供 

分析・検証 

結果の報告 

対策委員会    
◆特定の分野における 
   ７つの取組を展開 

推進地区  
◆地域の課題に対する   
   取組の実施 

情報提供 

 厚木市セーフコミュニティ 
 事故やけがを防ぐための30秒の 
ワンポイント動画を配信中！ 

 

情報提供 

YouTube 

ＨＰはこちらから 

ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ認証都市 あつぎ 

セーフコミュニティ 

あなたの活動が 



厚木市では７つの分野で

交通安全 

防災 

 

自殺の予防 

職場の安全 

 交通事故を減らすため、リ
スクの高い高齢者や事故発生
の多い交差点への対策とし
て、交通安全教室や民間交通
監視所などの取組を進めてい
ます。 

☑ 交通ルールを守り、事故を防止しよう！ 

自然災害に備えるため、自
助、共助、公助の役割を理解
し、防災対策を進めることによ
り、「災害に強いまちづくり」
を推進しています。 

☑ 水や食料を備蓄しよう！ 

   職場の労働災害発生を防ぐた
め、企業と連携し、製造業や運
輸業などを対象として、労務安
全衛生研修を実施しています。 

    ☑ 職場で整理整頓をしよう！ 

     主な取組 
〇交通安全教室 
〇民間交通監視所 
〇自転車ヘルメット着用運動 

     主な取組 
〇ゲートキーパーの養成 
〇自殺対策キャンペーン 
〇相談窓口一覧 
「こころ、元気ですか？」配布 

     主な取組  
〇安全衛生パトロール 
〇中小企業向け研修会 
〇体験型の労務安全研修 

     主な取組 
〇防災訓練参加の促進 
〇小中学校向け講話の実施 
〇オールハザードマップの 
 全戸配布 

 
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ 

 
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ 

☑ ひとりで悩まないで誰かに相談しよう！ 
 

ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ 

 
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ 

  自殺を未然に防ぐため、ゲー
トキーパーの養成や街頭キャン
ペーンを実施し、家族をはじめと
する身近な人の変化に気付き、助
け合いのできる地域づくりを推進
しています。 

で取組を展開しています 

 

子どもの安全 

高齢者の安全 

外傷サーベイランス 

☑ 散歩をしながらパトロールをしよう！ 

 子どもを不審者から守るため
に、地域で子どもたちを見守る
愛の目運動やかけこみポイント
の設置など、地域が一丸となっ
て取り組むことで、登下校時の
子どもの安全を守っています。 

     ☑ 登下校時に子どもの見守りをしよう！ 

    ☑ 毎日少しずつ運動をしよう！ 

 犯罪を未然に防ぐため、駅周
辺のパトロールや青色回転灯搭載
車（青パト）の活動を補助する 
など、犯罪者を寄せ付けない 
まちづくりを推進しています。 

 高齢者の転倒など、不慮の 
事故によるけがを防ぐため、
転倒予防のための運動活動や
住宅改修工事の助成などを
行っています。 

 厚木市の外傷データの分析
や検証を行っています。外傷
データの分析結果は、対策委
員会等に対し、情報提供して
います。 

 

      主な取組 
〇本厚木駅周辺パトロール 
〇青色回転灯搭載車による 
 パトロール 
〇ＬＥＤ防犯灯設置事業 

     主な取組 
〇愛の目運動 
〇かけこみポイントの設置 
〇危険予知トレーニング 

     主な取組 
〇転倒予防のための 
  運動活動・普及啓発 
〇ｾｰﾌﾃｨ住宅支援事業  
   （手すりの設置など） 

 
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ 

 
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ 

 
ｾｰﾌｺﾐｭﾆﾃｨ 

体感治安と公共の場 
における安全 

       主な活動 
〇各種統計データの分析 
 ・検証 
〇重点課題の抽出 
〇対策委員会の活動支援 






